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4.8 植物 

4.8.1 調査の方法 

植物に係る調査項目は、①生育種及び植物相の特徴、②植生の状況、③植生の基盤と

なる土壌の状況、④保全すべき種及び保全すべき群落の状況、⑤保全すべき種及び保全

すべき群落の生育環境、⑥その他の予測・評価に必要な事項（広域的な植物相及び植生

の状況、過去の植生の変遷、地域住民その他の人との関わりの状況）とする。 

植物に係る調査の方法は表4.8-1に、現地調査地点の選定理由は表4.8-2に示すとおり

である。調査地域及び調査地点は図4.8-1に示すとおりである。 

 

表 4.8-1(1) 調査の方法（植物） 

調査項目 調査方法 調査地域･調査地点 調査期間・頻度 

①生育種及び植
物相の特徴 

・シダ植物以上
の高等植物 

既存
資料
調査 

「埼玉県植物誌」（埼玉県）等の
整理及び解析を行う。 

計画区域及びその
周辺とする。 

最新の資料とす
る。 

現地
調査 

植物相を特徴づける主要な植物種
の生育の有無を目視観察により調
査し、植物目録を作成する。 

計画区域・関連施
設及びその周辺
200ｍの範囲とす
る。 

4 季（早春、
春、夏、秋）と
する。 

②植生の状況 
・群落の特徴と

分布の状況 

現地
調査 

植物社会学的手法（ブラウン―ブ
ランケの全推定法）により、調査
地域の群落単位を決定して植物社
会学的な位置づけを明らかにする
とともに、空中写真等を参考とし
て現存植生図を作成する。また、
現地調査の結果等を参考に、潜在
自然植生図を作成する。 

1 季（秋）とす
る。 

③植生の基盤と
なる地形・土
壌の状況 

・土壌の生産性
等 

既存
資料
調査 

「土壌図」等の整理を行う。 
計画区域及びその
周辺とする。 

最新の資料とす
る。 

④保全すべき種
及び群落の状
況 

既存
資料
調査 

「埼玉県レッドデータブック
2011 植物編」（平成 24 年、埼玉
県）等の整理により、保全すべき
種の抽出を行う。 

計画区域及びその
周辺とする。 

現地調査の前に
行う。 

現地
調査 

保全す
べき種 

分布位置、分布の量
（個体数等）、生育環
境（活力度等）を把握
する。 

計画区域・関連施
設及びその周辺
200ｍの範囲とす
る。 

抽出した対象の
特性に応じて、
最適な時期とす
る。 

保全す
べき群
落 

分布位置、分布面積、
生育状況、遷移の状況
等を把握する。 

⑤保全すべき種
及び群落の生
育環境 

現地
調査 

保全すべき種及び群落ごとに、そ
の生育環境を他の項目（「4.4 水
質」、「4.5 水象」等）の調査結
果に基づき把握する。 

抽出した対象の
特性に応じて、
最適な時期とす
る。 
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表 4.8-1(2) 調査の方法（植物） 

調査項目 調査方法 調査地域･調査地点 調査期間・頻度 

⑥その他の予
測・評価に必
要な事項 

・広域的な植物
相及び植生の
状況 

・過去の植生の
変遷 

・地域住民その
他の人との関
わりの状況 

既存
資料
調査 

既存資料、専門家・地元有識者等
からの聞き取り等により調査を実
施する。 

計画区域・関連施
設及びその周辺と
する。 

適宜実施する。 

 

表 4.8-2 植物の現地調査地点の選定理由 

調査項目 調査対象地域 調査方法 選定理由等 

生育種及び
植物相の特
徴 
・シダ植物
以上の高等
植物 

計画区域・関連
施設及びその周
辺 200m の範囲 

目視観察 

植物に対する影響
が想定される範囲
とし、動物の生息基
盤となることも考
慮して設定した。 

植生の状況 
・群落の特
徴と分布の
状況 

植物社会学的手法 
（ブラウン―ブランケの全推定法） 

保全すべき
種及び群落
の状況 

保全すべき
種 

分布位置、分布の量（個体数
等）、生育環境（活力度等）を
把握 

保全すべき
群落 

分布位置、分布面積、生育状
況、遷移の状況等を把握 

保全すべき
種及び群落
の生育環境 

保全すべき種及び群落ごとに、その生育環境
を他の項目（「4.4 水質」、「4.5 水象」等）
の調査結果に基づき把握 
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図 4.8-1 
 
植物調査範囲 
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4.8.2 予測・評価の方法 

植物に係る予測、評価の方法は表4.8-3に、環境の保全に関する配慮方針は表4.8-4に

示すとおりである。 

 

表 4.8-3(1) 予測・評価の方法（工事：植物） 

予測事項 

造成等の工事に伴う植物への影響 

（工事の実施による保全すべき種の生育地の改変の程度及びその他の生育環境

への影響の程度、植生の改変の内容及び程度並びに保全すべき群落の生育地の

改変の程度及びその他の生育環境への影響の程度） 

予測方法 
事業計画、調査結果の重ね合わせによる推定、類似事例又は学識経験者の意見

等に基づく推定により予測する。 

予測地域・ 

地点 

計画区域・関連施設及びその周辺 200ｍの範囲とする。 

予測対象 

時期 

工事による影響が最大となる時期とする。 

評価方法 

＜影響の回避・低減の観点＞ 

植物への影響が事業者等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は

低減されているかどうかを評価する。 

 

表 4.8-3(2) 予測・評価の方法（存在・供用：植物） 

予測事項 

造成地の存在に伴う植物への影響 

（造成地の存在による保全すべき種の生育地の改変の程度及びその他の生育環

境への影響の程度、植生の改変の内容及び程度並びに保全すべき群落の生育地

の改変の程度及びその他の生育環境への影響の程度） 

予測方法 
事業計画、調査結果の重ね合わせによる推定、類似事例又は学識経験者の意見

等に基づく推定により予測する。 

予測地域・ 

地点 

計画区域・関連施設及びその周辺 200ｍの範囲とする。 

予測対象 

時期 

施設の供用が定常状態に達した時期とする。 

評価方法 

＜影響の回避・低減の観点＞ 

植物への影響が事業者等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は

低減されているかどうかを評価する。 
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表 4.8-3(3) 予測・評価の方法（供用終了後の影響：植物） 

予測事項 太陽光パネル等の撤去・廃棄及びその後の緑化による植物への影響 

予測方法 
太陽光パネル撤去後の土地利用と植物の調査結果との重ね合わせにより予測す

る。 

予測地域・ 

地点 

計画区域・関連施設及びその周辺 200ｍの範囲とする。 

予測対象 

時期 

供用終了後とする。 

評価方法 

＜影響の回避・低減の観点＞ 

植物への影響が事業者等により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は

低減されているかどうかを評価する。 

 

表 4.8-4 環境の保全に関する配慮方針（植物） 

区分 環境の保全に関する配慮方針 

造成等の工事、造成

地の存在による植物

への影響 

・計画区域内で保全すべき植物が確認された場合は、種の特性を踏まえ

つつ、必要に応じて適地に移植するなど、環境保全措置を検討し、工

事における影響の低減を図る。 

・農薬は使用しない。 

太陽光パネル等の撤

去・廃棄及びその後

の緑化による植物へ

の影響 

・適切に太陽光パネル等の撤去後の土地利用計画を策定する。 

  


